
令 和 4 年 度

交付税及び譲与税配付金特別会計財務書類



交付税及び譲与税配付金特別会計財務書類は、「特別会計

に関する法律」第 19条第 1項の規定により、資産及び負債の

状況その他の決算に関する財務情報を開示するために企業会

計の慣行を参考として作成した書類である。



貸 借 対 照 表
（単位：百万円）

前会計年度
（令和 4年
3月 31日）

本会計年度
（令和 5年
3月 31日）

前会計年度
（令和 4年
3月 31日）

本会計年度
（令和 5年
3月 31日）

〈資 産 の 部〉 〈負 債 の 部〉

現 金 ・ 預 金 1,694,332 1,845,963 借 入 金 30,112,295 29,612,295

そ の 他 の 債 権 等 521,900 521,900 そ の 他 の 債 務 等 4,358,183 4,067,204
一般会計からの未
繰入額 521,900 521,900 一般会計からの繰

入に係る未精算額 4,358,183 4,067,204

有 形 固 定 資 産 0 0 負 債 合 計 34,470,479 33,679,500
物 品 0 0

〈資産・負債差額の部〉

資 産 ・ 負 債 差 額 � 32,254,246 � 31,311,636

資 産 合 計 2,216,232 2,367,863 負債及び資産・
負 債 差 額 合 計 2,216,232 2,367,863



業 務 費 用 計 算 書
（単位：百万円）

前 会 計 年 度
�
�
自 令和 3 年 4月 1 日
至 令和 4 年 3月 31日

�
�

本 会 計 年 度
�
�
自 令和 4 年 4月 1 日
至 令和 5 年 3月 31日

�
�

人 件 費 ― 2

地 方 交 付 税 交 付 金 19,504,878 18,630,969

地 方 特 例 交 付 金 454,707 222,706

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 50,985 45,803

地 方 譲 与 税 譲 与 金 2,446,766 2,762,111

委 託 費 226 211

支 出 金 233 205

庁 費 等 36 40

そ の 他 の 経 費 21 24

支 払 利 息 364 3,952

本 年 度 業 務 費 用 合 計 22,458,220 21,666,026



資産・負債差額増減計算書
（単位：百万円）

前 会 計 年 度
�
�
自 令和 3 年 4月 1 日
至 令和 4 年 3月 31日

�
�

本 会 計 年 度
�
�
自 令和 4 年 4月 1 日
至 令和 5 年 3月 31日

�
�

Ⅰ 前年度末資産・負債差額 � 33,471,939 � 32,254,246

Ⅱ 本年度業務費用合計 � 22,458,220 � 21,666,026

Ⅲ 財 源 23,675,913 22,608,637

1 自 己 収 入 1,001 3,165

そ の 他 の 財 源 1,001 3,165

2 目 的 税 等 収 入 4,284,580 4,613,959

租 税 収 入 4,284,580 4,613,959

3 他会計からの受入 19,390,332 17,991,512

一般会計からの受入 19,217,793 17,849,569

財政投融資特別会計からの受入 40,000 50,000

東日本大震災復興特別会計からの受入 132,538 91,942

Ⅳ 本年度末資産・負債差額 � 32,254,246 � 31,311,636



区 分 別 収 支 計 算 書
（単位：百万円）

前 会 計 年 度
�
�
自 令和 3 年 4月 1 日
至 令和 4 年 3月 31日

�
�

本 会 計 年 度
�
�
自 令和 4 年 4月 1 日
至 令和 5 年 3月 31日

�
�

Ⅰ 業 務 収 支

1 財 源

自 己 収 入

そ の 他 の 収 入 1,001 3,165

目 的 税 等 収 入

租 税 収 入 4,284,580 4,613,959

他会計からの受入

一般会計からの受入 19,607,659 17,558,590

財政投融資特別会計からの受入 40,000 50,000

東日本大震災復興特別会計からの受入 132,538 91,942

前年度剰余金受入 1,148,254 1,694,332

財 源 合 計 25,214,034 24,011,990

2 業 務 支 出

⑴ 業務支出（施設整備支出を除く）

人 件 費 ― � 2

地方交付税交付金 � 19,504,878 � 18,630,969

地 方 特 例 交 付 金 � 454,707 � 222,706

交通安全対策特別交付金 � 50,985 � 45,803

地方譲与税譲与金 � 2,446,766 � 2,762,111

委 託 費 � 226 � 211

支 出 金 � 233 � 205

庁 費 等 の 支 出 � 36 � 40

そ の 他 の 支 出 � 21 � 24

業務支出（施設整備支出を除く）合計 � 22,457,856 � 21,662,074

業 務 支 出 合 計 � 22,457,856 � 21,662,074

業 務 収 支 2,756,177 2,349,916

Ⅱ 財 務 収 支

借 入 に よ る 収 入 30,112,295 29,612,295

借入金の返済による支出 � 31,173,776 � 30,112,295

利 息 の 支 払 額 � 364 � 3,952

財 務 収 支 � 1,061,845 � 503,952



本 年 度 収 支 1,694,332 1,845,963

翌 年 度 歳 入 繰 入 1,694,332 1,845,963

本年度末現金・預金残高 1,694,332 1,845,963



注 記

1 重要な会計方針
⑴ 減価償却の方法等
物品については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に定める耐用年数に基づく、残存価額を
取得原価の 10％とした定額法によっている。なお、残存価額まで到達している物品については、耐用
年数を経過した翌会計年度から 5年間で備忘価格 1円まで均等償却を行っている。
⑵ その他財務書類作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 追加情報
⑴ 出納整理期間
本特別会計は出納整理期間が設けられており、出納整理期間中の現金の受払い等を終了した後の計数
をもって会計年度末の計数としている。
⑵ 表示科目の説明
① 貸借対照表
ア 資産の部
・「現金・預金」には、日本銀行預金を計上している。
・「一般会計からの未繰入額」には、「地方交付税法等の一部を改正する法律」（令和 5年法律第 2号）
第 1条の規定による改正前の「地方交付税法」（以下「旧地方交付税法」という。）附則第 4条の 2第
3項の規定に基づき、後年度の地方交付税交付金の総額に加算することとされている額を計上し
ている。
・「物品」には、取得価格が 50万円以上の物品について、取得価格から減価償却費相当額を控除し
た後の価額で計上している。

イ 負債の部
・「借入金」には、民間金融機関等からの借入金を計上している。
・「一般会計からの繰入に係る未精算額」には、旧地方交付税法附則第 4条の 2第 4項及び第 5項の
規定に基づき、後年度の地方交付税交付金の総額から減額することとされている額を計上してい
る。

② 業務費用計算書
・「人件費」には、決算書の使途別分類が「補助費・委託費」に該当するもののうち国家公務員共済組合
負担金として支出した額を計上している。
・「地方交付税交付金」には、「地方交付税法」に基づき地方公共団体に交付した額を計上している。
・「地方特例交付金」には、「地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律」及び「地方税法」に
基づき地方公共団体に交付した額を計上している。
・「交通安全対策特別交付金」には、「道路交通法」の規定に基づき地方公共団体に交付した額を計上し
ている。
・「地方譲与税譲与金」には、「地方揮発油譲与税法」、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法
律」、「石油ガス譲与税法」、「特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律」、「自動車重量
譲与税法」、「航空機燃料譲与税法」、「特別とん譲与税法」及び「地方税法等の一部を改正する法律」
（平成 21年法律第 9号）第 3条の規定による改正前の「地方道路譲与税法」（以下「旧地方道路譲与税
法」という。）に基づき地方公共団体に譲与した額を計上している。



・「委託費」には、地方交付税算定額の集計分析等を請け負う事業者、「航空機燃料譲与税法」第 2条第
1項第 2号で定める空港に係る Lden62以上の騒音予測コンター図内の「航空機燃料譲与税法施行
規則」第 2条第 1項で定める地区内の世帯数算定に係る資料の作成を請け負う事業者、「航空機燃料
譲与税法」第 2条第 1項第 2号で定める地区のコンター図作成を請け負う事業者に対する地方交付
税算定等業務委託費を計上している。
・「支出金」には、「道路交通法」の規定に基づき都道府県に支出した通告書送付費支出金を計上してい
る。
・「庁費等」には、決算書の使途別分類が「物件費」に該当するものを計上している。
・「その他の経費」には、決算書の使途別分類が「旅費」及び「その他」に該当するものを計上している。
・「支払利息」には、借入金及び一時借入金の資金調達に関して発生した利息を計上している。
③ 資産・負債差額増減計算書
・「前年度末資産・負債差額」には、前年度の貸借対照表の「資産・負債差額」の額を計上している。
・「本年度業務費用合計」には、業務費用計算書の「本年度業務費用合計」の額を計上している。
・「その他の財源」には、当該決算期間に対応する預託金利子収入、小切手支払未済金収入及び東日本
大震災復興に係る地方交付税交付金の返納金等に係る収入を計上している。
・「租税収入」には、地方法人税、地方揮発油税、地方道路税、石油ガス税、特別法人事業税、自動車
重量税、航空機燃料税、特別とん税及び地方法人特別税の収入額を計上している。
・「一般会計からの受入」には、「特別会計に関する法律」の規定に基づく地方交付税交付金、地方特例
交付金及び借入金等に係る利子の財源として一般会計から受け入れた額、旧地方交付税法附則第 4
条の 2第 3項の規定に基づき後年度の地方交付税交付金の総額に加算することとされている額の単
年度減少額並びに旧地方交付税法附則第 4条の 2第 4項及び第 5項の規定に基づき後年度の地方交
付税交付金の総額から減額することとされている額の単年度減少額の合算額並びに「道路交通法」の
規定により納付された反則金を計上している。
・「財政投融資特別会計からの受入」には、「地方公共団体金融機構法」附則第 14条及び「地方交付税法
等の一部を改正する法律」（令和 5年法律第 2号）第 2条の規定による改正前の「特別会計に関する法
律」（以下「旧特別会計法」という。）附則第 10条第 3項の規定に基づき、地方公共団体金融機構の公
庫債権金利変動準備金の一部を国に帰属させるものとされている額について、財政投融資特別会計
から受け入れた額を計上している。
・「東日本大震災復興特別会計からの受入」には、「特別会計に関する法律」第 23条第 1号ハ、第 224
条第 2号ロ及び第 229条第 1項の規定に基づき、復興費用の支出に必要な財源として東日本大震災
復興特別会計から受け入れた額を計上している。
・「本年度末資産・負債差額」には、本年度の貸借対照表の「資産・負債差額」の額を計上している。
④ 区分別収支計算書
ア 業務収支
・「その他の収入」には、預託金利子収入、小切手支払未済金収入及び東日本大震災復興に係る地方
交付税交付金の返納金等に係る収入を計上している。
・「租税収入」には、地方法人税、地方揮発油税、地方道路税、石油ガス税、特別法人事業税、自動
車重量税、航空機燃料税、特別とん税及び地方法人特別税の収入額を計上している。
・「一般会計からの受入」には、「特別会計に関する法律」の規定に基づく地方交付税交付金、地方特
例交付金及び借入金等に係る利子の財源として一般会計から受け入れた額並びに「道路交通法」の
規定により納付された反則金を計上している。
・「財政投融資特別会計からの受入」には、「地方公共団体金融機構法」附則第 14条及び旧特別会計
法附則第 10条第 3項の規定に基づき、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の一部
を国に帰属させるものとされている額について、財政投融資特別会計から受け入れた額を計上し
ている。



・「東日本大震災復興特別会計からの受入」には、「特別会計に関する法律」第 23条第 1号ハ、第
224条第 2号ロ及び第 229条第 1項の規定に基づき、復興費用の支出に必要な財源として東日本
大震災復興特別会計から受け入れた額を計上している。
・「前年度剰余金受入」には、本特別会計の前年度剰余金を計上している。
・「人件費」には、決算書の使途別分類が「補助費・委託費」に該当するもののうち国家公務員共済組
合負担金として支出した額を計上している。
・「地方交付税交付金」には、「地方交付税法」に基づき地方公共団体に交付した額を計上している。
・「地方特例交付金」には、「地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律」及び「地方税法」
に基づき地方公共団体に交付した額を計上している。
・「交通安全対策特別交付金」には、「道路交通法」の規定に基づき地方公共団体に交付した額を計上
している。
・「地方譲与税譲与金」には、「地方揮発油譲与税法」、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法
律」、「石油ガス譲与税法」、「特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律」、「自動車重
量譲与税法」、「航空機燃料譲与税法」、「特別とん譲与税法」及び「旧地方道路譲与税法」に基づき
地方公共団体に譲与した額を計上している。
・「委託費」には、地方交付税算定額の集計分析等を請け負う事業者、「航空機燃料譲与税法」第 2条
第 1項第 2号で定める空港に係る Lden62以上の騒音予測コンター図内の「航空機燃料譲与税法
施行規則」第 2条第 1項で定める地区内の世帯数算定に係る資料の作成を請け負う事業者、「航空
機燃料譲与税法」第 2条第 1項第 2号で定める地区のコンター図作成を請け負う事業者に対する
地方交付税算定等業務委託費を計上している。
・「支出金」には、「道路交通法」の規定に基づき都道府県に支出した通告書送付費支出金を計上して
いる。
・「庁費等の支出」には、決算書の使途別分類が「物件費」に該当する支出を計上している。
・「その他の支出」には、決算書の使途別分類が「旅費」及び「その他」に該当する支出を計上してい
る。
・「業務収支」には、財源合計から業務支出合計を控除した額を計上している。
イ 財務収支
・「借入による収入」には、民間金融機関等からの借入金に係る収入を計上している。
・「借入金の返済による支出」には、民間金融機関等への借入金返済支出を計上している。
・「利息の支払額」には、借入金及び一時借入金に係る利子支払を計上している。
ウ 本年度収支以下の区分
・「本年度収支」には、業務収支と財務収支を合計した額を計上している。
・「翌年度歳入繰入」には、「本年度収支」の額を計上している。
・「本年度末現金・預金残高」には、「翌年度歳入繰入」の額を計上している。計上額は、貸借対照表
の「現金・預金」と一致する。

⑶ その他特別会計財務書類の内容を理解するために特に必要と考えられる情報
① 百万円未満切り捨てのため、合計が一致しないことがある。
② 百万円未満の計数がある場合には「 0」で表示し、該当計数が皆無の場合には「―」で表示している。
③ 旧地方交付税法附則第 4条の 2第 1項の規定により、令和 5年度以降の各年度分の地方交付税交付
金の総額は、当分の間、同法第 6条第 2項の規定により算定した額に 15,400百万円を加算した額と
することとされている。したがって、「当分の間」とされていることから全体の金額を確定することが
できないため、一般会計からの未繰入額には含まれていない。



附属明細書

1 貸借対照表の内容に関する明細
⑴ 資産項目の明細
① 現金・預金の明細

（単位：百万円）
内 容 本年度末残高

政 府 預 金（日 本 銀 行 預 金） 1,845,963
合 計 1,845,963

② その他の債権等の明細
（単位：百万円）

債 権 の 種 類 相 手 先 本年度末残高 債 権 の 内 容 等

一 般 会 計 か ら の 未 繰 入 額 一般会計 521,900
「旧地方交付税法」附則第 4条の 2第 3
項の規定に基づき後年度の地方交付税
交付金の総額に加算することとされて
いる額

合 計 521,900
（注）「旧地方交付税法」附則第 4条の 2第 1項の規定により、令和 5年度以降の各年度分の地方交付税交付金の総額は、当

分の間、同法第 6条第 2項の規定により算定した額に 15,400百万円を加算した額とすることとされている。したがっ
て、「当分の間」とされていることから全体の金額を確定することができないため、一般会計からの未繰入額には含まれ
ていない。

③ 固定資産の明細
（単位：百万円）

区 分 前年度末残高 本年度増加額 本年度減少額 本 年 度
減価償却額

評 価 差 額
（本年度発生分） 本年度末残高

（有 形 固 定 資 産）
物 品 0 ― ― ― ― 0
合 計 0 ― ― ― ― 0

⑵ 負債項目の明細
① 借入金の明細

（単位：百万円）
借 入 先 前年度末残高 本年度増加額 本年度減少額 本年度末残高

財 政 融 資 資 金 6,066,660 175,970,867 176,470,604 5,566,923
民 間 金 融 機 関 24,045,635 48,090,856 48,091,119 24,045,372
合 計 30,112,295 224,061,723 224,561,723 29,612,295
（注 1） 財政融資資金の本年度増加額及び本年度減少額には一時借入金（170,403,944百万円）が

含まれている。
（注 2） 民間金融機関の本年度増加額及び本年度減少額には一時借入金（24,045,484百万円）が含

まれている。

② その他の債務等の明細
（単位：百万円）

債 務 の 種 類 相 手 先 本年度末残高 債 務 の 内 容 等

一般会計からの繰入に係る未精算
額 一般会計 4,067,204

「旧地方交付税法」附則第 4条の 2第 4
項及び第 5項の規定に基づき後年度の
地方交付税交付金の総額から減額する
こととされている額

合 計 4,067,204



2 業務費用計算書の内容に関する明細
⑴ 地方交付税交付金の明細

（単位：百万円）

名 称 相 手 先 金 額 支 出 目 的 連結対象
の有無

地 方 交 付 税 交 付 金 道府県、市町村 18,630,969
「地方交付税法」に基づき、地方公共団体間の
財源の均衡化を図り、地方行政の計画的な運
営を保障するため、国税 5税の一定割合等を
原資として交付

無

合 計 18,630,969

⑵ 地方特例交付金の明細
（単位：百万円）

名 称 相 手 先 金 額 支 出 目 的 連結対象
の有無

地 方 特 例 交 付 金 都道府県、市町村、特別
区 217,200

「地方特例交付金等の地方財政の特別措置に
関する法律」に基づき、個人住民税における
住宅借入金等特別税額控除による減収額を補
塡するために交付

無

固定資産税減収補塡特別交付
金 都道府県、市町村 5,506「地方税法」に基づき、固定資産税の臨時的軽減による減収額を補塡するために交付 無

合 計 222,706

⑶ 交通安全対策特別交付金の明細
（単位：百万円）

名 称 相 手 先 金 額 支 出 目 的 連結対象
の有無

交通安全対策特別交付金 都道府県、市町村、特別
区 45,803「道路交通法」の規定に基づく交通安全対策特別交付金の交付 無

合 計 45,803



⑷ 地方譲与税譲与金の明細
（単位：百万円）

名 称 相 手 先 金 額 支 出 目 的 連結対象
の有無

地方揮発油譲与税譲与金 都道府県、市町村（特別
区含む） 221,350「地方揮発油譲与税法」に基づき、地方揮発油税の収入額に相当する額を譲与 無

森 林 環 境 譲 与 税 譲 与 金 市町村（特別区含む）、都
道府県 50,000

「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法
律」に基づき、森林環境税の収入額に相当す
る額を譲与

無

石 油 ガ ス 譲 与 税 譲 与 金 都道府県、指定市 4,697「石油ガス譲与税法」に基づき、石油ガス税の収入額の 2分の 1に相当する額を譲与 無

特別法人事業譲与税譲与金 都道府県 2,165,897

「特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に
関する法律」に基づき、特別法人事業税（令和
2年 2月以後に都道府県から国に払い込まれ
た地方法人特別税を含む。）の収入額に相当す
る額を譲与

無

自動車重量譲与税譲与金 市町村（特別区含む）、都
道府県 294,679

「自動車重量譲与税法」に基づき、自動車重量
税の収入額の 1,000分の 431に相当する額を
譲与

無

航空機燃料譲与税譲与金
空港関係市町村（特別区
含む）、空港関係都道府
県

13,458「航空機燃料譲与税法」に基づき、航空機燃料税の収入額の 13分の 4に相当する額を譲与 無

特 別 と ん 譲 与 税 譲 与 金 開港所在市町村（都を含
む） 12,027「特別とん譲与税法」に基づき、特別とん税の収入額に相当する額を譲与 無

地 方 道 路 譲 与 税 譲 与 金 都道府県、市町村（特別
区含む） 0「旧地方道路譲与税法」に基づき、地方道路税の収入額に相当する額を譲与 無

合 計 2,762,111
（注） 森林環境譲与税については、国税として徴収される森林環境税の課税が令和 6年度から開始されることから、令和 2

年度（令和元年度原資の借入金の償還を含む）から令和 6年度までは、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金
を活用して譲与される。

⑸ 委託費の明細
（単位：百万円）

名 称 相 手 先 金 額 支 出 目 的 連結対象
の有無

地方交付税算定等業務委託費 地方公共団体情報システ
ム機構 204 地方交付税算定額の集計分析等を委託 無

地方交付税算定等業務委託費 内外地図株式会社 0

「航空機燃料譲与税法」第 2条第 1項第 2号で
定める空港に係る Lden62以上の騒音予測コ
ンター図内の「航空機燃料譲与税法施行規則」
第 2条第 1項で定める地区内の世帯数算定に
係る資料作成を委託

無

地方交付税算定等業務委託費 一般財団法人空港振興・
環境整備支援機構 5「航空機燃料譲与税法」第 2条第 1項第 2号で定める地区のコンター図作成を委託 無

合 計 211

⑹ 支出金の明細
（単位：百万円）

名 称 相 手 先 金 額 支 出 目 的 連結対象
の有無

通 告 書 送 付 費 支 出 金 都道府県 205「道路交通法」の規定に基づく通告書送付費支出金の支出 無

合 計 205



3 資産・負債差額増減計算書の内容に関する明細
⑴ その他の財源の明細

（単位：百万円）
款 項 相 手 先 金 額

雑 収 入 雑 収 入 地方公共団体等 3,165
合 計 3,165

4 区分別収支計算書の内容に関する明細
⑴ その他の収入の明細

（単位：百万円）
款 項 相 手 先 金 額

雑 収 入 雑 収 入 地方公共団体等 3,165
合 計 3,165


